熊経協発第２７号 
平成２７年７月３日

経営者・人事労務総務実務担当者　各位
熊本県経営者協会

会長　浅山　弘康
経協・経営法曹会議セミナー
「ブラック企業とよばれ訴えられないためには」　
初夏の候、ますますご健勝のことと存じます。
昨今、新聞等をにぎわしている「ブラック企業」という名称。以前までの企業論理ではなかなかわかりにくい時代になっている感じがいたします。なにをやったら「ブラック企業」とよばれてしまうのか？　　「ブラック企業」などと呼ばれ自社に悪い評判がでると、なかなかそれを払拭するのには大変です。また、それだけにとどまらず、労働者から裁判をおこされる恐れも出てきます。
そこで、今回の経営法曹会議との共催セミナーは、「ブラック企業とよばれ訴えられないためには」と題し、全国での事例を元に講演いただきます。
講師に経営法曹会議所属の森高 啓喜弁護士をお招きしています。是非ご参加ください。
　
記

開催日　　平成２７年７月２９日（水）　午後２時００分から４時００分まで
会　場　　熊本市国際交流会館　４階第３会議室　　
熊本市中央区花畑町４－８（３５９－２０２０）
講　師　　森高・吉見法律事務所　　森高　啓喜 弁護士
会　費　　1,000円（資料代）
＊7月22日(水)までＦＡＸでお申し込みください。
切り取り線
熊本県経営者協会（ＦＡＸ　096-359-2806）宛て
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